
新たな木材需要創出総合プロジェクト［新規］
【３，０６６（－）百万円】

対策のポイント
新たな地域材需要の創出のための製品・技術の開発・普及促進や、建築物

・木材製品・木質バイオマス等の各分野での木材利用を幅広く拡大するとと
もに、これらの需要に応えうる地域材の安定的・効率的な供給体制の構築等
を図ります。

＜背景／課題＞
・戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎える中、「森林・林業基本計画」に基づい
て国産材の利用拡大を図るためには、鉄筋コンクリート造・鉄骨造が主流となってい
る中高層建築物等における木質の新たな製品・技術の開発や一般的な建築材料として
の普及を国土交通省と連携して進めることが必要です。

・また、同時に、公共建築物や住宅等での地域材の利用や、木質バイオマスの拡大等、
各分野での取組を効果的に進めることが必要です。

・一方で、これまでの地域材の供給体制では、一定の出荷量が確保できず、大型製材工
場等の需要に対応できない状況にあることから、これを転換し、需要に応じた品質、
数量の地域材を安定的・効率的に供給する体制の構築が必要です。

・また、平成32年のオリンピック・パラリンピック東京大会の施設の整備等に地域材を
利用するために、森林認証材の普及を図ることも重要です。

政策目標
○国産材の供給・利用量の増加（2,175万㎥（25年度）→3,900万㎥（32年度））
○木質バイオマス利用量の増加（121万㎥（25年度）→600万㎥（32年度））

＜主な内容＞
１．ＣＬＴ（直交集成板）等新たな製品・技術の開発・普及

１，０８６（－）百万円
（１）ＣＬＴに関する建築基準の整備等の促進

ＣＬＴの建築基準の整備等に必要な強度データ、長期挙動データ、接合部デー
タの収集、ＣＬＴの利用拡大に向けたＣＬＴ施工マニュアル等の整備の取組を行
います。

（２）中高層建築物等に係る技術開発等の促進
ＣＬＴ建築等の施工性等のデータ収集に必要な新たな製品・技術を活用した建

築物の実証、ＣＬＴ等の新たな製品に対応した加工機械の開発・普及の取組を支
援します。また、中高層建築物等の木造化に向けた木質耐火部材の開発、長伐期
化に伴って大径化したスギ等の利用拡大に向けた住宅分野等における新たな製品
・技術の開発の取組を行います。

（３）木材を利用した建築物の建設に携わる担い手の育成等の促進
中高層建築物等への木材利用を促進するため、木材を利用した建築物に携わる

設計者等の担い手を育成する取組を支援します。また、木造建築物等の健康・省
エネ性の定量化に向けた調査等の取組を行います。

＜各省との連携＞
○ 国土交通省 ・ＣＬＴを用いた建築物の一般的な設計法を確立するための研究

開発を実施

２．地域材利用促進 １，４５２（－）百万円
（１）公共建築物等の木造化等の促進

公共建築物等の木造化・内装木質化に向けた設計段階からの技術支援等を行い
ます。

＜各省との連携＞
○ 文部科学省 ・地域材を活用して木造の学校施設を整備する場合等に、補助単

価のかさ上げを実施
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（２）新規分野における木材利用の促進
工作物・土木分野等における全国的な実証、働きかけ、ワークショップ等を通

じた木材利用推進の取組を支援します。
（３）木づかい協力業者による木材利用の促進

工務店等と川中及び川上の関係者で構成する「木づかい協力業者グループ」が
実施する地域材の利用拡大に向けたモデル的な取組を支援します。

（４）木づかい・森林づくり活動の全国的な展開
木づかいや森林づくりに対する国民の理解を醸成するための幅広い普及啓発、

木育等の取組を支援します。
（５）木質バイオマスの利用拡大

地域密着型の小規模発電や熱利用など木質バイオマス（竹を含む。）のエネルギ
ー利用及びセルロースナノファイバー等のマテリアル利用の促進に向け、サポー
ト体制の構築及び技術開発等を支援します。

（６）海外での地域材利用
海外での地域材の利用技術の普及・向上のため、モデル建築における日本産木

材の利用・展示等を行う取組を支援します。
（７）合法木材の普及促進

合法木材を普及促進するため、合法木材の国内外での調査や普及などの取組を
支援します。

３．地域材の安定的・効率的な供給体制の構築
安定供給体制構築への支援 ４２７（－）百万円
広域的な原木の安定供給に向けた、民有林と国有林が広域に連携した協議会の開

催及びストックヤードの整備等による構想の実現に向けた取組を支援するとともに、
ＣＬＴ等に利用するラミナ等の安定供給に向けた中小製材工場の連携等を盛り込ん
だ地域循環型の構想の実現に向けた取組を支援します。

（関連対策） （森林・林業再生基盤づくり交付金にて実施）
構想に基づく施設整備への支援
ＣＬＴの製造施設やストックヤード等の木材加工流通施設の整備を支援します。

４．森林認証・認証材普及促進対策 １００（－）百万円
（１）森林認証材の供給体制の構築

森林認証（FM認証・CoC認証）の取得を促進するため、都道府県単位で森林所有
者と素材生産から製品の加工・流通にいたるまでの関係者による協議会等を設置
し、認証取得に向けた合意形成や、認証取得に必要な事前の現地調査、認証材の
分別管理マニュアルの作成等を支援します。

（２）森林認証・認証材の普及促進
各地域に設置される協議会間の連絡調整や取組状況のとりまとめを行うととも

に、近年のオリンピック・パラリンピックにおける他国の取組状況等について調
査を行い、国内において森林認証・認証材を普及させるために必要な情報を各協
議会に提供します。また、各地域での取組結果等をもとに普及資料の作成等を行
います。

補助率：定額、１／２
※１及び４の一部は委託

事業実施主体：国、民間団体

お問い合わせ先：
１、３及び４（１）の事業

林野庁木材産業課 （０３－３５０２－８０６２）
２の事業 林野庁木材利用課 （０３－６７４４－２２９６）
４（２）の事業 林野庁計画課 （０３－６７４４－２３００）
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